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級

国
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の

任

用

と

交

通

―
十
二
条
大
路
木
簡
を
手
が
か
り
に
―
―

序

古
代
の
地
方
行
政
制
度
と
し
て
の
国
司
制
に
つ
い
て
は
、
吉
村
茂
樹
氏
の
全

般
的
研
究
や
、
平
野
邦
雄
氏
の
国
務
担
当
者
の
実
態
を
解
明
し
た
詳
細
な
研
究
、

さ
ら
に
吉
沢
幹
夫
氏
の
諸
国
史
生
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
論
考
が
あ
術
。）
小
稿

で
は
、
こ
う
し
た
諸
研
究
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ

た
諸
国
目

・
史
生
の
任
用
の
具
体
的
様
相
と
そ
の
意
義
を
、
二
条
大
路
木
簡
の

削
暦
を
手
が
か
り
に
し
て
考
え
て
み
た
い
。

ま
す
は
じ
め
に
、
二
条
大
路
木
簡
２
概
要
を
確
認
し
て
お
こ
ぉ早

こ
の
木
簡

群
は
、
平
城
京
の
左
京
二
条
二
坊
五
坪
と
三
条
二
坊
八
坪
の
間
の
二
条
大
路
路

面
上
に
掘
削
さ
れ
た
溝
Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
、
Ｓ
Ｄ
五
三

一
〇
、
Ｓ
Ｄ
五

一
〇
〇
か

ら
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
遺
構
の
性
格
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

溝
の
両
端
が
途
切
れ
て
お
り
、
塵
芥
処
理
用
の
上
坑
に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
埋
没
年
代
は
、
Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
が
天
平
九
年

（七
一一一七
）
の
初
頭
頃
、

鈴

木

景

Ｓ
Ｄ
五

一
〇
〇
は
天
平
十
二
年

（七
四
〇
と
二
月
以
降
ま
も
な
く
と
推
定
さ
れ
て

い
る
病
）
出
土
木
簡
の
年
紀
は
天
平
七

・
八
年

（七
一一一五
・
七
一一一一◇

に
集
中
し

て
お
り
、
そ
の
前
後
の
も
の
と
し
て
よ
い
。

内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
天
皇
家
に
密
接
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る

一
群

と
、
藤
原
床
呂
の
家
政
機
関
に
関
わ
る

一
群
に
大
き
く
分
類
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
さ
れ
術
¨
後
者
は
正
倉
院
文
書
と
共
通
す
る
人
物
が
登
場
す
る
食
糧
支
給

木
簡
を
も
含
ん
で
お
り
、
ト
ネ
リ
な
ど
の
下
級
官
人
の
活
動
の
場
に
お
い
て
使

用
さ
れ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
ま
ず
、
そ
の
な
か
の
八
片
の
削
暦
の
検
討

か
ら
始
め
る
。一

　

文
例
削
暦

の
検
討

小
稿
で
と
り
あ
げ
る
削
居
は
、
二
条
大
路
路
面
北
側
の
Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
の
東

寄
り
Ｊ
Ｆ
一
〇
地
区
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
の
西

寄
り
Ｊ
Ｄ
二
八
地
区
か
ら
は
、
木
簡
群
を
残
し
た
主
体
に
藤
原
麻
呂
の
家
政



機
関
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

「中
官
職
移
」
木
師
下
出
土
し
て
い

之

ρ

。

次
に
、
そ
の
削
居
の
釈
文
を

『
概
報
』
に
よ

っ
て
掲
げ
よ
ガ
．
た
だ
し
同
書

所
収
の
写
真
図
版
に
よ
り

一
部
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

【
Ａ
〕
・
□
国
司
解
申
副
物
欠
少
事
　
右
去
年
陽
早

口
　
□
　
　
　
　
　
【證
己
　
　
□

。　
　
　
　

「
證
人
　
　
口
」

【
Ｂ
〕

□
右
去
年

〔年
ヵ
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
方

【
Ｃ
〕

□
陽
旱
五
穀
不
登
老
小
飢
饉
求
□

〔
Ｄ
〕

剛
鯉
四
方
却
食
此
往
彼
堺
彼
来
躙
間

口
　
　
□

〔
Ｅ
〕
・
□
件
傷
具
事
□

〔如
ヵ
〕

・
　
日

　

□

〔
Ｆ
〕

朝
状
便
付
調
使
位
処

〔
Ｇ
〕

□
税
税
調
使
位
姓
□

日
　
　
　
□

〔申
己

【
Ｈ
〕

□
送
謹
解
□

□
□
□

こ
れ
ら
八
片
の
削
暦
は
、
『
概
報
』

が
こ
れ
を
別
個
に
掲
載
し
て
い
る
よ
う

に
、
こ
れ
以
上
接
続
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
で
あ
る
が
、
図
版
で
み
る
と
材

質
も
近
く
筆
蹟
も
似
て
お
り
、
本
来

一
連
の
も
の
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
で

あ
ろ
う
。　
Ａ
と
Ｂ
の

「右
去
年
」
の
文
言
や
、　
Ａ
と
Ｃ
の

「
（年
）
陽
早
」
の

文
言
、
さ
ら
に
Ｃ
と
Ｄ
で
ズ
飢
）
饉
四
方
求
」
の
文
言
が
そ
れ
ぞ
れ
重
複
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
直
接
つ
な
が
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
Ａ
の
冒
頭

の
未
読
の
文
字
は
、
わ
ず
か
な
残
画
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
図
版
に

よ
れ
ば
削
暦
上
端
の
左
側
は
本
来
の
端
部
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
も

し
そ
う
な
ら
ば
二
文
字
の
国
塔
で
は
な
く
、
偏
平
な

一
文
字
と
推
定
さ
れ
る
。

さ
て
、
Ａ
を
Ｈ
の
削
暦
の
文
言
が
、
こ
の

『
概
報
』
の
配
列
の
ま
ま
で
ほ
ぼ

ひ
と
つ
づ
き
の
文
章
と
な
る
こ
と
は

一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ

の
文
章
は
、
い
ず
れ
か
の
国
司
が
、
前
年
度
の
早
魃
の
た
め
農
作
物
が
稔
ら
ず

老
人
や
子
供
が
飢
饉
に
陥

っ
て
食
糧
を
四
方
に
求
め
て
右
往
左
往
し
て
い
る
こ

と
い
そ
の
た
め
に
貢
納
す
べ
き
調
副
物
に
欠
少
の
出
る
こ
と
を
、
貢
調
使
に
付

し
て
上
申
し
た
解
文
の
文
言
で
あ
る
。
そ
し
て
前
述
の
如
く
文
言
に
重
複
の
あ

る
こ
と
や
、
Ｃ
の
よ
う
に
書
き
落
し
た
文
字
を
傍
書
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
こ

れ
が
削
層
と
し
て
残
存
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
正
文
や
案
文
で
は
な
く
習
書
で

あ
る
こ
と
も
疑
い
な
い
。

さ
ら
に
、
文
中
の
文
言
が

「
五
穀
不
登
」
な
ど
の
常
套
句
で
あ
り
、
Ｆ
・
Ｇ

の
文
末
の
位
署
に
相
当
す
る
部
分
に
公
式
令
に
み
ら
れ
る
よ
う
な

「位
姓
□
」

と
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
習
書
が
実
際
に
上
申
さ
れ
た
解
文
を
臨
書
し
た
も
の
で

は
な
く
い　
国
司
上
申
文
書
の
文
例

（書
札
）
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
行
な
わ
れ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
の
削
暦
は
、
地
方
行
政
に
関
わ
る
公
文
書
の
具
体
的
な
文
例
集
が
、
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奈
良
時
代
の
早
い
こ
ろ
に
す
で
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
興
味
深
い
史

料
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
類
す
る
と
み
ら
れ
る
削
居
は
、
以
前
に
平
城
官
内
か
ら

も
出
上
し
て
い
術

（
）
下
段
の
数
字
は

『
平
城
宮
木
簡
』
一
の
木
簡
番
号
）。

〔
Ｉ
〕
　
方
再
摯
今
．耐
躍
配
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（七
二
）

〔解
己

〔Ｊ
〕

ム
郡
司
□
口

〔ム
国
〕
　
　
〔ム
国
≧

□
回
司
移
　
□
□
口

口
如
件
□
□
日

Ш
□
口
□
口

〔圏
祀
ム
位
姓
名
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（八
一◇

こ
れ
ら
の
削
暦
は
、
平
城
官
内
裏
北
外
郭
の
東
区
に
掘
ら
れ
た
土
坑
Ｓ
Ｋ
八

二
〇
か
ら
、
西
官
兵
衛
関
係
の
木
簡
な
ど
と
と
も
に
出
土
し
た
。
土
坑
の
埋
没

は
天
平
十
九
年

（七
四
七
）
か
ら
遠
く
へ
だ
た
ら
な
い
時
期
と
さ
簡
）
削
暦
は
そ

の
性
質
上
保
管
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
の
削
居
が
書
写
さ
れ
廃

棄
さ
れ
た
の
も
同
じ
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

右
の
う
ち
、
Ｉ

・
Ｌ
は
文
例
の
一
部
と
は
断
定
で
き
な
い
が
、
他
の
も
の
と

一
連
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
Ｊ

・
Ｋ
・
Ｍ
は
、
『
平
城
宮
木
簡
』

一

解
説
の
い
う
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
個
有
名
詞
の
箇
所
に

「ム
」
す
な
わ
ち

「某
」

と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
が
Ａ
ぞ
Ｈ
と
同
様
に
地
方
に
お
け
る
公
文
書
の
文
例
を

テ
キ
ス
ト
に
し
た
習
書
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ば
ま
ち
が
い
な
い
。
Ｊ

・
Ｋ
は
公
文

書
の
書
き
出
し
に
あ
た
り
、
上
端
も
残
存
し
て
お
り
、
Ａ
と
同
様
の
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
両
者
を
比
較
す
れ
ば
、
Ａ
の
冒
頭
の
残
画
も

「
ム
」
で
あ

っ
た
可

能
性
が
高
い
。

以
上
の
削
婿
の
テ
キ
ス
ト
と
な
っ
た
文
例
集
は
、
お
そ
ら
く
現
実
に
上
申
さ

れ
た
典
型
的
な
国
司
解
文
等
の
個
有
名
詞
を

「
ム
」
に
お
き
か
え
て
作
ら
れ
た

と
み
ら
酒
）
同
様
に
し
て
平
安
末
期
に
三
善
為
康
が
中
下
級
官
人
の
文
書
行
政

用
参
考
書
と
し
て
撰
述
し
た

『
朝
野
群
輛
」

（巻
四
以
下
）
の
先
駈
的
な
も
の
で

あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ａ
ｉ
Ｈ
の
も
と
に
な
っ
た
文
書
は
確
認
で
き
な
い
が
、

文
中
に
養
老
元
年

（七
一
七
）
に
廃
止
さ
れ
た
調
副
笏
〆
み
え
る
か
ら
い
そ
れ
以
前
に
上
申
さ
れ
た

文
書
を
下
敷
に
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
含
ん
で
い
た
文
例
集
の
成
立

も
そ
れ
以
前
か
、
調
副
物
廃
止
か
ら
そ
れ
程
遠
く
な
い
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。

二
条
大
路
木
簡
は
大
体
天
平
七

・
八
年

（七
一一一五
・
七
一三
◇

の
も
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
短
く
て
も
約
二
十
年
に
わ
た
っ
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ

と
と
な
る
。
ま
た
、
こ
の
文
例
を
手
本
と
し
た
文
書
を
見
付
け
る
こ
と
も
難
し

い
が
、
『
続
日
本
紀
』
に
み
え
る

「大
倭

・
河
内
五
穀
不
レ
登
、
百
姓
飢
饉
、
並

加
二
賑
給
ど

（天
平
五
年
二
月
甲
申
条
）
と
い
っ
た
災
異
に
よ
る
賑
給
や
租
税
減
免

記
事
の
な
か
に
は
、
こ
の
文
例
を
も
と
に
し
た
解
文
に
よ
っ
て
い
る
も
の
が
含

ま
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
天
平
期
に
は
す
で
に
地
方
行
政
に
関
す
る

実
用
的
な
文
例
集
が
成
立
し
て
お
り
、
そ
れ
を
習
書
し
た
削
暦
が
時
と
場
所
を

M L K

（
七

三
）

（
七

四
）

（
八
五
）
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異
に
し
て
出
上
し
て
い
続
ゴ
と
か
ら
、
そ
れ
が
比
較
的
広
く

一
般
に
利
用
さ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
習
書
に
励
ん
で
い
た
の
は
、
ト
ネ
リ
な

ど
の
下
級
官
人
で
あ

っ
た
。
当
時
の
下
級
官
人
は
教
養
書
と
し
て

『
文
選
』
や

『
千
字
文
』
な
ど
を
学
習
し
て
い
た
煽
）
そ
れ
を
示
す

『
文
選
』
の
習
書
の
削

暦
は
、
Ｉ
を
Ｍ
と
同
じ
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
か
ら
出
上
し
た
も
の
で
あ
っ
た
顔
ド

Ａ
ぞ

Ｈ
の
出
土
し
た
Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
か
ら
は
、
阿
刀
酒
主
の
名
や

『
千
字
文
』
の
習

書
を
記
し
た

「楼
閣
山
水
之
図
」
、
『
千
字
文
』
を
習
書
し
た
木
簡
や
削
暦
が
出

（‐５
）

と
し
て
い
る
。
当
時
の
下
級
官
人
た
ち
は
、
官
僚
と
し
て
の
荻
養
を
身
に
つ
け

る
た
め
漢
籍
の
研
鑽
に
勉
め
る

一
方
で
、
実
務
に
通
暁
す
べ
く
公
文
書
の
習
得

に
い
そ
し
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
小
稿
で
と
り
あ
げ
た

一
連
の
削
暦
は
、
律
令

制
を
現
実
に
運
用
し
て
い
た
下
級
官
人
が
、
そ
の
文
書
行
政
を
支
え
る
実
務
技

能
を
い
か
に
し
て
獲
得
し
て
い
っ
た
の
か
を
顕
示
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

一
一　
下
級
官
人
の
国
司
任
用

前
節
で
検
討
し
た
Ａ
ｔ
Ｍ
の
削
居
に
よ
り
、
そ
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
文
例

集
の
内
容
は
、
諸
国
の
国
司

・
郡
司
の
発
給
す
る
地
方
行
政
文
書
で
あ

っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
実
用
性
か
ら
考
え
れ
ば
、
各
地
の
国
行
、
郡
家
に
備
え
ら

れ
実
務
に
供
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
習
書
の
削
暦
が
平
城

京
か
ら
出
上
し
た
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
地
方
行
政
文
書
が
京
内
に
お
い
て
学

習
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
な
に
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
在
京
の
下
級
官

人
が
そ
の
実
務
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
は
想
定
し
難
い
。

だ
と
す
れ
ば
、
彼
ら
が
こ
の
よ
う
な
文
例
を
必
要
と
し
学
ん
で
い
た
の
は
、
い

ず
れ
地
方
官
と
し
て
赴
任
す
る
こ
と
を
予
想
ま
た
は
期
待
し
て
い
た
た
め
と
考

え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
当
時
の
官
人
の
出
身
、
昇
進
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
ケ
ー
ス
が
あ
り
え

た
が
、
基
本
的
に
は
次
の
二
つ
の
コ
ー
ス
を
た
ど
っ
た
こ
と
が
土
田
直
鎮
氏
に

（‐６
）

よ

っ
て
明
ら

か
に
さ
れ
て

い
る
。

Ａ
　
蔭
子
孫
　
　
　
内
舎
人

―
↓
判
官

諸
舎
人
―
―
―
―
―
↓
主
典

Ｂ
　
位
子

・
白
丁
　
諸
舎
人
―
↓
史
生
―
↓
主
典

こ
う
し
た
原
則
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
上
田
氏
が
抽
出
さ
れ
た
事
例
は
、
史

料
上
の
制
約
か
ら
京
官
の
み
で
あ

っ
た
が
、
さ
ら
に
土
田
氏
は
越
前
国
史
生
か

ら
造
東
大
寺
司
主
典
に
転
じ
た
安
都
雄
足
の
例
も
あ
る
か
ら
、
外
官
も
ほ
ぼ
同

様
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
土
田
氏
の
見
解
を
ふ

ま
え
て
、
在
京
下
級
官
人
が
国
司
と
し
て
の
赴
任
を
予
想
し
て
い
た
事
実
を
勘

案
す
る
と
、
在
京
下
級
官
人
↓
諸
国
下
級
国
司
と
い
う
基
本
的
な
昇
進

コ
ー
ス

の
存
在
が
浮
か
び
あ
が
る
。

そ
こ
で
次
に
、
Ｂ
位
子

・
白
丁
の
昇
進

コ
ー
ス
に
相
当
す
る
諸
国
の
目

・
史

生
に
つ
い
て
管
見
に
入
っ
た
事
例
を
列
拳
す
締
ド
な
お
、
こ
れ
ら
は
異
動
の
状

況
を
窺
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
官
歴
の
全
て
は
あ
げ
て
い
な
い
。
人
名
の

下
に
は
竹
内
理
三

・
平
野
邦
雄

・
山
田
英
雄
氏
編

『
日
本
古
代
入
名
辞
典
』
の



巻

・
頁
、
事
項
の
下
に
は
典
拠
を
付
し
た
。
数
字
の
み
は

『
大
日
本
古
文
書
』

（編
年
文
書
）、
「東
」
は
『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
第
十
八
東
大
寺
文
書
、
「銘
」

は
松
嶋
順
正
氏
編

『
正
倉
院
費
物
銘
文
集
成
』
、
「槻
」
は

『
平
城
官
発
掘
調
査

出
土
木
筒
概
報
』
の
、
そ
れ
ぞ
れ
巻

・
頁
を
示
す
。

１
　
在
京
下
級
官
人
↓
諸
国
目

・
史
生

①
茨
田
沙
休
万
呂

（６
　
一
六
三
八
）

天
平
三
年
　
　
　
　
　
　
写
経
所

へ
出
仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（二
四
十
・０
）

天
平
勝
宝
七
歳
二
月
　
　
従
七
位
下
　
上
総
少
目
　
　
　
　
（万
葉
集
四
一一一五
九
）

②
尾
張
張
人

（２
　
一二
〇
一こ

天
平
六
年
七
月
　
　
　
　
写
経
所

へ
出
仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
１
５８２
）

天
平
勝
宝
元
年
十
二
月
　
従
八
位
上
　
丹
後
目
　
　
　
　
　
　
　
（東
三
十
９８
）

③
土
師
田
次

（５
　
一
四
一
五
）

天
平
七
年
九
月
　
　
　
　
写
経
所

へ
出
仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（七
十
４２
）

天
平
勝
宝
二
年
正
月
　
　
従
八
位
上
　
但
馬
国
史
生
　
　
　
　
　
（東
三
十
６４
）

④
大
友
真
君

（２
　
一一一四
一こ

天
平
八
年
七
月
　
　
　
　
在
京
下
級
官
人
　
　
　
　
　
　
　
　
（概
一一四
１
６
）

天
平
二
十
年
十
月
　
　
　
従
八
位
下
　
山
背
国
史
生
　
　
　
　
　
（東
二
十
３９２
）

⑤
大
驀
高
国

（２
　
一一一八
七
）

天
平
八
年
八
月
　
　
　
　
中
官
舎
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（概
一一四
十
５
）

神
護
景
雲
四
年
四
月
　
　
正
七
位
上
　
摂
津
大
属
　
　
　
　
　
　
（東
三
十
・９
）

⑥
日
下
部
乙
万
呂

（３
　
六
八
五
）

天
平
八
年
八
月

天
平
勝
宝
九
歳
八
月

⑦
膳
石
別

（２

天
平
十
年
四
月

天
平
十
年
四
月

③
赤
染
床
昌

（１

天
平
十
年

天
平
十
年
八
月

③
高
志
広
道

（３

天
平
十

一
年
八
月

天
平
勝
宝
五
年
十
月

⑩
桑
原
足
床

（３

天
平
十
三
年
六
月

天
平
宝
字
四
年
六
月

天
平
宝
字
五
年
十
二
月

①
播
磨
斐
太
床
呂

天
平
勝
宝
元
年
三
月

天
平
宝
字
五
年
頃
９
）

天
平
神
護
三
年
三
月

⑫
鬼
室
虫
床
呂

天
平
勝
宝
元
年
十

一
月

中
官
舎
人

従
六
位
下
　
隠
岐
日

四
九
一
）

従
七
位
下
勲
十
二
等
　
左
京
大
属

伊
勢
大
目

四
三
）

正
八
位
下
　
舎
人
長

正
八
位
下
　
周
防
国
史
生

七
七
六
）

施
薬
院
官
人

正
八
位
上
　
常
陸
国
史
生

七
三
九
）

写
経
所

へ
出
仕

甲
斐
目

正
六
位
上
　
甲
斐
員
外
目

（５
　
一
四
三
一
）

図
書
寮
未
選
　
写
経
所

へ
出
仕

従
八
位
上
　
写
経
所

へ
出
仕

正
七
位
下
　
伊
賀
国
史
生

（つｏ　　　一ハ
一一一一ハ
）

造
東
大
寺
司
官
人

（概
二
四
十
５
）

（五
十
‐９７
）

（概
二
二
十
９
）

全
一四
十
７５
）

公
一四
十
８５
）

公
一１
１３２
）

公
一１
１８０
）

（銘
１
２９９
）

０
一１
３０４
）

（四
十
４２３
）

（四
１
５２４
）

全

○
‐
３７０
）

盆

五
十
‐３３
）

（東
二
十
断
）

０
一四
十
‐６８
）



下級国司の任用と交通

天
平
勝
宝
四
年
正
月
　
　
従
六
位
下
　
木
工
大
属

天
平
勝
宝
七
歳
五
月
　
　
従
六
位
下
　
相
模
大
目

○
坂
本
人
上

（３
　
八
五
〇
）

天
平
勝
宝
頃

無
位
　
造
東
大
寺
司
へ
出
仕

天
平
勝
宝
七
歳
二
月
　
　
遠
江
国
史
生

⑭
費
秦
恵
師
床
呂

（４
　
九
六
〇
）

天
平
勝
宝
四
年
閏
三
月
　
画
師
、
六
宗
厨
子
に
彩
色

宝
亀
八
年
十
月
　
　
　
　
正
六
位
上
勲
八
等
　
上
総
大
目

①
坂
上
子
老

（３
　
八
四
五
）

天
平
勝
宝
九
歳
正
月
　
　
正
七
位
上
　
左
京
少
属

天
平
宝
字
七
年
五
月
　
　
奈
良
役
官
司

へ
出
仕

天
平
神
護
元
年
十
月
　
　
正
六
位
上
↓
外
従
五
位
下

①
長
江
田
越
床
呂

（５
　
一
二
四
八
）

天
平
宝
字
五
年
正
月
　
　
少
初
位
上
　
内
史
局
装
浅

天
平
宝
字
五
年
四
月
　
　
写
経
所

へ
出
仕

天
平
宝
宇
五
年
五
月
　
　
少
初
位
上
　
伊
豆
国
史
生

〇
大
伴
赤
椅

（２
　
一一一四
七
）

天
平
宝
字
二
年
十

一
月
　
白
丁
　
写
経
所

へ
出
仕

天
平
宝
字
五
年
四
月
　
　
写
経
所

へ
出
仕

延
暦
五
年
　
　
　
　
　
　
尾
張
大
目

〇
秦
広
人

（５
　
一
〓
一六
〇
）

（東
三
十
・３
）

（四
十
５９
）

全
一五
十
７６
）

（万
葉
集
四
三
二
七
）

全
一１
５６７
）

（銘
１
３‐０
）

（四
十
‐２０
）

（五
十
４３８
）

出
雲
大
日
　

　

（続
紀
）

（寧
楽
遺
文
中
１
６３‐
）

全

五
十
５．
）

盆

五
十
５６
）

全

四
十
２３２
）

全

五
十
‐１３
）

（平
安
遺
文

一
１
２０
）

宝
亀
二
年
六
月
　
　
　
　
奉
写

一
切
経
所

へ
出
仕
　
　
　
　
　
　
（
一
八
１
３２２
）

宝
亀
四
年
正
月
　
　
　
　
従
六
位
下
　
豊
前
員
外
目
　
（八
幡
宇
佐
宮
御
託
宣
集
）

２
　
諸
国
目

・
史
生
↓
在
京
官
人

①
忌
部
鳥
床
呂

（１
　
一〓
一九
）

天
平
二
年
　
　
　
　
　
　
大
初
位
上
　
安
房
目
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
１
４２４
）

天
平
勝
宝
元
年
四
月
　
　
正
六
位
上
↓
従
五
位
下
　
神
祗
少
副
　
　
　
（統
紀
）

⑩
阿
部
牛
養

（１
　
二
五
）

天
平
十
年
十
月
　
　
　
　
大
初
位
下
勲
十
等
　
長
門
国
史
生
　
　
　
（二
十
‐３３
）

天
平
宝
宇
二
年
九
月
　
　
散
位
大
初
位
下
　
東
大
寺
写
経
所

へ
出
仕

（四
十
３‐０
）

②
大
石
真
人

（２
　
一≡
〓
）

天
平
十
年
四
月
　
　
　
　
美
濃
少
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（一一四
１
７５
）

天
平
勝
宝
二
年
正
月
　
　
正
六
位
上
↓
外
従
五
位
下
　
　
　
　
　
　
　
（続
紀
）

天
平
勝
宝
四
年
六
月
　
　
外
従
五
位
下
　
鼓
吹
正
　
　
　
　
　
　
（一一五
十
５２
）

②
葛
井
立
足

（６
　
一
四
八
五
）

天
平
十
年
四
月
　
　
　
　
一二
河
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（一一四
十
７５
）

天
平
宝
字
四
年
正
月
　
　
正
六
位
上
↓
外
従
五
位
下
　
陸
奥
鎮
守
軍
監

（続
紀
）

天
平
宝
字
八
年
正
月
　
　
外
従
五
位
下
　
主
計
助
　
　
　
　
　
　
　
　
（続
紀
）

④
林
佐
比
物

（５
　
一
四
二
人
）

天
平
十

一
年
　
　
　
　
　
従
八
位
下
　
伊
豆
目
　
　
　
　
　
　
　
　
（二
十
‐９２
）

天
平
勝
宝
七
歳
正
月
　
　
正
七
位
上
　
九
月
九
日
祭
に
つ
き
勘
奏

（政
事
要
略
）

②
佐
味
比
奈
床
呂

（３
　
八
三
〇
）



天
平
勝
宝
五
年
十

一
月
　
従
八
位
下
　
武
蔵
国
史
生
　
　
　
　
　
　
（銘
１
３‐５
）

宝
亀
五
年
五
月
　
　
　
　
正
六
位
上

典
鋳
正

造
西
大
寺
司
判
官
煮
北
斑
田
図
）

宝
亀
十
年
九
月
　
　
　
　
正
六
位
上
↓
従
五
位
下
　
　
　
　
　
　
　
　
（続
紀
）

⑮
日
下
部
阿
二
万
呂

（３
　
六
八
四
）

天
平
宝
字
二
年
八
月
　
　
但
馬
国
史
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
十
‐３２
）

宝
亀
二
年
十

一
月
　
　
　
正
六
位
上
↓
外
従
五
位
下
　
　
　
　
　
　
　
（続
紀
）

宝
亀
三
年
十

一
月
　
　
　
外
従
五
位
下
　
内
匠
員
外
助
　
　
　
　
　
　
（続
紀
）

④
紀
門
守

（３
　
一全
〓
σ

神
護
景
雲
元
年
八
月
　
　
正
六
位
上
↓
外
従
五
位
下
　
参
河
目
　
　
　
（続
紀
）

神
護
景
雲
二
年
六
月
　
　
従
五
位
下
　
図
書
助
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（続
紀
）

神
護
景
雲
二
年
十

一
月
　
従
五
位
下
　
勅
旨
大
丞
　
　
　
　
　
　
　
　
（続
紀
）

②
菅
野
真
道

宝
亀
九
年
二
月
　
　
　
　
少
内
記
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（公
卿
補
任
）

宝
亀
十

一
年
　
　
　
　
　
近
江
少
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（公
卿
補
任
）

延
暦
元
年
　
　
　
　
　
　
右
衛
士
少
尉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（公
卿
補
任
）

延
暦
二
年
正
月
　
　
　
　
正
六
位
上
↓
外
従
五
位
下
　
　
　
　
　
　
　
（続
紀
）

⑮
秋
篠
安
人

（５
　
一
四
二
〇
）

延
暦
元
年
以
前
　
　
　
　
播
磨
少
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（外
記
補
任
）

延
暦
元
年
五
月
　
　
　
　
正
八
位
上
　
少
内
記
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（続
紀
）

延
暦
八
年
二
月
　
　
　
　
正
六
位
上
↓
外
従
五
位
下
　
　
　
　
　
　
　
（続
紀
）

３
　
在
京
下
級
官
人
↓
諸
国
日

・
史
生
↓
在
京
官
人

⑩
辛
国
東
人

（２
　
五
五
五
）

天
平
三
年
九
月
　
　
　
　
大
寺
請
経
牒
に
自
署

天
平
十
年
四
月
　
　
　
　
上
総
目

天
平
宝
宇
二
年
七
月
　
　
写
経
所
に
出
仕

⑩
九
白
麻
呂

（７
　
一
八
六
一一

天
平
七
年
八
月
　
　
　
　
少
初
位
下
　
太
政
官
史
生

天
平
十
年
四
月
　
　
　
　
信
濃
目

天
平
宝
宇
五
年
四
月
　
　
写
経
所

へ
出
仕

①
三
島
宗
床
呂

（６
　
一
六
四
八
・
７
　
一
九
七
〇
）

天
平
勝
宝
四
年
間
二
月
　
散
位
従
七
位
上
　
紫
微
中
台

へ
出
仕

天
平
勝
宝
四
年
五
月
　
　
大
倭
大
目

天
平
宝
字
二
年
九
月
　
　
正
六
位
下
　
内
記

天
平
宝
字
三
年
十

一
月
　
正
六
位
下
　
越
中
嫁

②
息
長
丹
生
大
国

（２
　
四
二
四
）

天
平
十
七
年
十
月
　
　
　
少
初
位
下
　
画
工
令
史

天
平
宝
宇
二
年
　
　
　
　
従
六
位
下
　
駿
河
目

天
平
宝
字
八
年
正
月
　
　
正
六
位
上
↓
外
従
五
位
下

天
平
宝
字
八
年
十
月
　
　
外
従
五
位
下
　
大
和
介

〇
安
都
雄
足

（１
　
五
）

天
平
二
十
年
九
月
　
　
　
写
経
所
舎
人

天
平
勝
宝
六
年
聞
十
月
　
越
前
国
史
生

（七
十
３２
）

０
一四
十
７５
）

全

三
十
３５８
）

盆

‐
６２９
）

含
一四
１
７５
）

全

五
十
‐ｏ９
）

全

二
十
２５８
）

全

二
十
２７８
）

（四
十
３‐０
）

（東
四
１
７
）

全
一１
１６４
）

（概

一
九
１
２．
）

（続
紀
）

（続
紀
）

（
一
〇
１
２７７
）

（四
十
２９
）
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天
平
宝
字
二
年
十
月
　
　
正
八
位
上
　
造
東
大
寺
司
主
典
　
　
　
（二
五
十
２４４
）

⑭
志
斐
猪
養

（４
　
八
七
一こ

，
・　
　
　
　
　
　
従
八
位
下
　
陰
陽
寮
暦
生
　
　
　
　
（本
朝
書
籍
目
録
）

天
平
勝
宝
二
年
四
月
　
　
正
七
位
下
　
美
濃
大
目
　
　
　
　
　
　
（東
三
十
‐ｏｏ
）

天
平
宝
宇
二
年
八
月
　
　
陰
陽
允
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
十
卸
）

⑮
葛
井
犬
養

（６
　
一
四
八
四
）

天
平
勝
宝
四
年
四
月
　
　
正
七
位
下
　
大
仏
開
眼
会
の
唐
古
楽
頭
（東
大
寺
要
録
）

天
平
勝
宝
五
年
三
月
　
　
造
東
大
寺
司
主
典
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（銘
１
７６
）

天
平
宝
字
二
年
八
月
　
　
一二
河
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
十
‐３０
）

天
応
元
年
八
月
　
　
　
　
造
東
大
寺
司
大
判
官
　
　
　
　
　
　
　
　
（四
十
２０３
）

⑩
丸
馬
主

（７
　
一
八
六
こ

天
平
宝
字
四
年
九
月
　
　
写
経
所

へ
出
仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
１
４４７
）

天
平
宝
字
五
年
正
月
　
　
従
七
位
上
　
河
内
国
史
生
　
　
　
　
　
（
一
五
十
２
）

宝
亀
八
年
二
月
　
　
　
　
外
正
六
位
上
↓
従
五
位
下
　
　
　
　
　
　
　
（続
紀
）

宝
亀
十

一
年
四
月
　
　
　
従
五
位
下
　
造
酒
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（続
紀
）

⑫
田
辺
浄
足

（４
　
一
〇
一
七
）

天
平
勝
宝
七
歳
正
月
　
　
従
八
位
下
　
九
月
九
日
祭
に
つ
き
勘
奏

（政
事
要
略
）

天
平
勝
宝
八
歳
十
月
　
　
従
八
位
下
　
因
幡
目
　
　
　
　
　
　
　
（東
二
十
肌
）

宝
亀
九
年
十
二
月
　
　
　
正
六
位
上
↓
外
従
五
位
下
　
　
　
　
　
　
　
（続
紀
）

延
暦
元
年
六
月
　
　
　
　
外
従
五
位
下
　
木
工
助
　
　
　
　
　
　
　
　
（続
紀
）

こ
れ
ら
の
諸
例
の
う
ち
、
１
は
京
か
ら
諸
国
へ
、
２
は
諸
国
か
ら
京

へ
の
一

方
向
の
異
動
で
あ
る
が
、
２
は
当
然
赴
任
の
異
動
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
し
、

１
も
多
く
は
帰
京
し
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
３
の
コ
ー
ス
の
一
部
が

（‐８
）

史
料
上
に
現
わ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
官
人

は
、
３
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
在
京
下
級
官
人
↓
諸
国
日

・
史
生
↓
在
京
官
人

と
い
っ
た
コ
ー
ス
を
た
ど
っ
た
と
想
像
さ
れ
、
土
田
氏
の
指
摘
さ
れ
た
Ｂ
コ
呵

ス
の
下
級
官
人
は
、
昇
進
に
あ
た
っ
て
諸
国
目

ｏ
史
生
を
経
過
し
て
い
る
場
合

の
少
な
く
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
コ
ー
ス
が
あ
る
程
度
規
定

的
で
あ

っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
⑭
志
斐
猪
養
や
◎
忌
部
蔦
床
呂
の
例
か
ら
も
推

察
で
き
る
。
志
斐
連
氏
は
陰
陽
家
を
輩
出
し
た
氏
６
）
猪
養
も
従
八
位
下
陰
陽

寮
暦
生
で
あ

っ
た
時
、
『枢
機
経
』
三
巻
を
著
し
て
い
る
。　
そ
の
後
、

天
平
勝

宝
二
年

（七
五
①
）
に
は
正
七
位
下
美
濃
大
日
と
し
て
赴
任
し
て
お
り
、
天
平
宝

字
二
年

（七
五
八
）
に
陰
陽
允
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
陰
陽
允

へ
の
任
官
は
彼
の

技
能
か
ら
適
職
と
い
え
る
が
、
美
濃
大
日
と
し
て
の
赴
任
と
彼
の
技
能
と
の
関

連
は
見
出
し
難
い
。
①
忌
部
蔦
床
呂
も
そ
の
前
歴
は
不
明
な
が
ら
、
天
平
二
年

（七
一一一〇
）
に
は
大
初
位
上
安
房
目
と
し
て
現
地
に
駐
在
し
て
お
り
、
天
平
勝
宝

元
年

（七
四
九
）
に
は
神
祗
少
副
と
し
て
正
六
位
上
か
ら
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
、

伊
勢
奉
幣
使
と
な
っ
て
い
る
。
彼
は
天
平
七
年
に
は
中
臣
氏
と
祭
祀
権
を
争

っ

た
よ
う
に
神
祗
祭
祀
に
携
わ
る
べ
き
人
物
で
あ
り
、
忌
部
氏
で
あ
る
こ
と
か
ら

も
神
祗
少
副

へ
の
任
官
は
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
安
房
国
が
忌
部
氏
と
所
縁

（２。
）

の
あ
る
国
で
あ

っ
て
も
、
日
と
し
て
赴
任
す
べ
き
積
極
的
理
由
は
見
当
ら
な
い
。

こ
う
し
た
特
殊
な
職
務
を
担
当
す
べ
き
人
び
と
で
も
官
歴
の
初
期
に
諸
国
目
を



経
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
昇
進

コ
ー
ス
と
し
て
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
地
方
官
経
過

コ
ー
ス
の
存
在
は
、
『
延
喜
式
』

の
次
の
条
文
か

ら
も
一異
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

〔太
政
官
式
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（国
史
大
系
三
三
一
頁
）

凡
太
政
官
井
左
右
弁
官
史
生
召
使
等
、
毎
年

一
人
除
二諸
国
主
典
い
〈（鰹
盛
）

拝
二
五
畿
内

・
志
摩

・
伊
豆

・
飛
騨

，
佐
渡

・
隠
岐

・
淡
路
等
十

一
国
彰
。

其
労
成
任
官
者
、
並
不
レ
依
二年
労
い
只
計
三
上
日
「

凡
式
部

。
民
部

・
兵
部
等
省
史
生
、
毎
年

一
人
任
二諸
国
目
や

凡
内
記
史
生
労
満
二十
年
一者
、
准
二
太
政
官
史
生
い
任
二諸
国
日
一

【式
部
式
上
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（国
史
大
系
四
七
六
頁
）

凡
主
計

。
主
税

・
勘
解
由
等
寮
使
史
生
、

労
十
年
為
レ
限
、　
以
外
諸
司
史

生
十
年
為
レ
限
、
並
補
二諸
国
史
生
「

凡
大
舎
人
労
十
年
為
レ限
、
毎
年

一
人
任
二諸
国
史
生
「

こ
れ
ら
の
条
文
に
よ
れ
ば
、
太
政
官
、
式
部
省
、
民
部
省
、
兵
部
省
、
中
務

省
内
記
の
史
生
な
ど
は
諸
国
日
に
、
ま
た
主
計
寮
、
主
税
寮
、
勘
解
由
使
を
は

じ
め
と
す
る
諸
司
史
生
や
大
舎
人
は
諸
国
史
生
に
、
そ
れ
ぞ
れ
任
官
さ
れ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
前
掲
の
実
例
は
、
正
倉
院
文
書
を
基
本
史
料
と
し
た
た
め
、

写
経
生
か
ら
諸
国
へ
赴
任
す
る
ま
で
の
間
の
経
歴
は
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
り
、

必
ず
し
も
式
の
条
文
に
合
致
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
⑩
丸
白
床
呂
は
大
政
官

史
生
か
ら
信
濃
目
に
転
じ
た
と
み
ら
れ
、
式

の
条
文
に
か
な
う
例
と
な
る
。

『
延
喜
式
』
の
条
文
は
、
奈
良
時
代
の
こ
の
よ
う
な
基
本

コ
ー
ス
が
定
式
化
し

て
い
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
制
度
は
、
律
令
国
家
が
文
書
に
よ
っ
て
支
配
を
行
な
う

以
上
、
各
国
行
に
文
筆
に
堪
能
な
実
務
官
人
を
必
要
と
す
る
こ
と
か
ら
必
然
的

に
作
り
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
ま
た
、
ト
ネ
リ
制
度

が
官
人
養
成
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
よ
う
面
）
在
京
下
級
官
人
が
諸
国
に
赴
任

し
て
現
実
の
地
方
行
政
実
務
を
担
当
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
在
地
で
の
行
政
を

熟
知
し
手
腕
を
身
に
着
け
る
意
味
を
も
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

諸
国
史
生
の
出
身
母
体
と
し
て
地
方
行
政
と
密
接
に
関
係
す
る
主
計
寮
、
主
税

寮
、
勘
解
由
使
が
規
定
さ
れ
、
官
人
候
補
の
大
舎
人
が
毎
年

一
人
と
こ
と
さ
ら

に
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
諸
国
日
も
同
様
と
思
わ
れ

る
が
、
そ
の
母
体
が
太
政
官
、
弁
官
、
式
部
省
、
民
部
省
、
兵
部
省
等
に
限
ら

れ
、
毎
年

一
人
ず
つ
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
諸
国
史
生

へ
の
コ
ー
ス
よ

り
も

一
ラ
ン
ク
上
級
の
昇
進

コ
ー
ス
で
あ

っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
実
例

を
見
る
と
、
日
経
験
者
は
中
央
官
に
任
ぜ
ら
れ
外
従
五
位
下
に
達
す
る
も
の
も

あ
る
。
結
果
論
で
あ
り
政
治
的
条
件
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
が
、
後
に
参
議
に

列
し
た
②
菅
野
真
道
や
⑩
秋
篠
安
人
も
諸
国
目
を
経
験
し
て
い
る
。

ま
た
平
安
時
代
に
な

っ
て
、
文
章
得
業
生
が
い
っ
た
ん
諸
国
の
嫁
や
日
に
任

官
さ
れ
実
務
経
験
を
積
ん
で
か
ら
対
策
に
応
じ
る
場
合
が
現
れ
て
き
た
こ
と
続
）

こ
う
し
た
昇
進

コ
ー
ス
と
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。

国
司
は
職
分
田
や
事
力
の
給
付
が
史
生
に
ま
で
行
な
わ
れ
る
た
嚇
）
『
続
日
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本
紀
』
に

「又
勅
、
諸
国
史
生
遷
易
、
依
レ格
待
レ満
五
ハ
年
一者
、
望
人
既
多
、

任
所
良
少
、
由
レ此
或
有
下
至
二於
白
頭
一不
レ得
二

任
一
空
帰
二故
郷
一潜
抱
中
怨

歎
と

（天
平
宝
字
二
年
十
月
甲
子
条
）
と
あ
る
よ
う
な
事
態
も
そ
う
し
た
経
済
的

（２４
）

権
益
か
ら
説
明
さ
れ
る
が
、
諸
国
史
生

へ
の
任
官
希
望
者
が
多
い
の
は
、
そ
れ

ば
か
り
で
は
な
く
昇
進

コ
ー
ス
の
フ
ン
ス
テ
ッ
プ
で
あ

っ
た
こ
と
も
要
因
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
目
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
実
際
の
任
官
に
み
た
っ
て
は
何
ら
か
の
選
考
が
行
な
わ
れ
た
と

推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
史
料
上
に
は
見
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
弘
仁
式
部
式
に

規
定
さ
れ
て
い
る
諸
司
史
生
試
補
の
次
第
の
ご
と
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と

思
わ
れ
る
。
前
節
で
と
り
あ
げ
た
文
例
習
書
の
削
暦
は
、
下
級
官
人
の
職
務
に

対
す
る
熱
意
の
み
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
国
司
任
官

コ
ー
ス
ヘ
の
期
待
と
努
力
が

生
み
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

〓
一　
下
級
国
司
の
交
通

前
節
で
は
、
奈
良
時
代
の
下
級
官
人
の
昇
進

コ
ー
ス
と
し
て
在
京
下
級
官
人

ヽ
諸
国
日

・
史
生
↓
在
京
官
人
と
い
う
コ
ー
ス
の
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

そ
れ
は
、
中
央
集
権
に
よ
る
地
方
支
配
と
い
う
律
令
国
家
の
構
造
と
、
文
書
主

義
に
よ
る
行
政
シ
ス
テ
ム
を
運
用
す
る
実
務
官
人
の
養
成
と
い
う
課
題
か
ら
必

然
的
に
設
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
当
時
の
下
級
官
大
の
多
く
は
畿

内
出
身
者
で
あ

っ
た
か
栃
）
現
実
に
は
畿
内
下
級
官
人
の
都
部
間
往
来
の
交
通

で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
、
地
方
豪
族
子
弟
が
ト
ネ
リ

と
し
て
上
京
し
、
や
が
て
故
郷

へ
帰

っ
て
淋
司
と
な
る
コ
ー
窺
声
ち
よ
う
ど
逆

コ
ー
ス
に
な
る
が
、
都
部
間
交
通
と
い
う
点
で
は
変
ら
ぬ
役
割
を
果
し
え
た
で

あ
ろ
う
。
地
方
豪
族
の
子
弟
が
、
都
で
得
ら
れ
た
文
化
を
み
ず
か
ら
の
ぶ
る
さ

と
へ
携
え
て
帰

っ
た
よ
う
膀
）
天
平
十
五
年

（七
四
一ラ

に
肥
後
国
史
生
山
田
方

見
が
任
国
で
書
写
さ
せ
た
大
般
若
経
や
、
延
暦
四
年

（七
八
五
）
に
大
学
府
史
生

八
戸
石
鳴
ら
が
書
写
し
た
喩
伽
師
地
謗
ば
、
彼
ら
下
級
国
司
に
よ
る
文
化
伝
播

の
一
端
を
示
す
遺
品
と
い
え
よ
う
。

ま
た
彼
ら
は
現
地
で
会
得
し
た
知
識
を
持
ち
帰

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
具
体

例
に
は
乏
し
い
が
、
『
大
宝
令
』
の
註
釈
書

「古
記
」
の
作
者
は
そ
の
現
実
的

な
法
解
釈
か
ら
下
級
国
司
経
験
者
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
て
お
噺
ヾ
そ

の
一
例
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
万
葉
歌
人
と
し
て
名
高
い
高
橋
虫
床
呂
も
、

東
海
道
方
面
か
ら
常
陸
国
の
伝
説
を
数
多
く
採
集
筆
録
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く

常
陸
国
の
下
級
国
司
で
あ

っ
た
時
期
が
あ

っ
て
、

国
守
藤
原
宇
合
の
も
と
で

『常
陸
国
風
上
記
』
編
纂
に
関
与
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
術
ド
こ
の
よ
う
な
事

例
は
史
料
上
に
は
現
れ
に
く
い
が
、
漢
籍
に
通
じ
文
筆
に
た
け
た
官
人
の
下
級

国
司
経
由
昇
進

コ
ー
ス
は
、
文
化
の
交
通
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
人
的
交
流
も
少
な
か
ら
ぬ
意
義
を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
。
地
方
豪
族
子

弟
が
ト
ネ
ツ
と
し
て
上
京
、
出
仕
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
が
都
城
と
い
う
場

に
お
い
て
貴
族
や
下
級
官
人
と
官
司
制
的
秩
序
を
こ
え
て
私
的
な
関
係
を
形
成



（３２
）

す
る
と
い
っ
た
こ
と
が

一
般
的
に
行
な
わ
れ
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
、
そ
れ
は

下
級
国
司
候
補
者
と
郡
司
候
補
者
と
の
人
的
結
合
で
も
あ

っ
た
。

〔ム
国
〕

一第

一
節
で
と
り
あ
げ
た
削
暦
の
な
か
に

「□
□
司
移
」
（Ｋ
）
と
と
も
に

「
ム

郡
司
」
（Ｊ
）
の
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
習
書
の
行
な
わ
れ
た
と
こ
ろ
が
、
彼

ら
が
お
の
お
の
国
司
や
郡
司
と
な
る
こ
と
を
思
い
描
き
、
と
も
に
研
鑽
を
重
ね

た
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
ま
た
二
条
大
路
木
簡
中
の

「中
官
職

移
」
木
簡
に
臨
）
藤
原
床
呂
の
家
政
機
関
に
出
向
し
て
い
た
中
官
舎
人
十
九
人

の
名
が
列
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
⑥
日
下
部
乙
万
呂
は
天
平
勝
宝
九
歳

（七
五
七
）
八
月
に
は
従
六
位
下
隠
岐
目
で
あ
り

（た
だ
し
在
一じ
、
⑤
大
舟
高
国

は
神
護
景
雲
四
年

（七
七
〇
）
四
月
に
は
摂
津
大
属
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
十

九
人
の
な
か
の

「他
田
神
□
」
が
、
地
方
豪
族
子
弟
出
身

コ
ー
ス
の
典
型
と
し

（３４
）

て
有
名
な
海
上
国
造
他
田
日
奉
部
神
護
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
下
級
国
司
お
よ
び

郡
司
の
候
補
者
が
、
舎
人
と
し
て
と
も
に
勤
務
し
て
い
た
具
体
例
と
な
ろ
う
。

彼
ら
が
在
京
中
に
培
っ
た
人
的
関
係
は
、
ト
ネ
リ
相
互
だ
け
で
は
な
く
、
勤

（３５
〉

務
先
の
上
級
官
人
や
貴
族
と
の
間
に
も
成
立
す
る
か
ら
、
彼
ち
が
各
地
へ
赴
任

も
し
く
は
帰
郷
し
た
後
も
そ
の
関
係
が
維
持
、
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
た

と
思
わ
れ
る
。
二
条
大
路
木
簡
の
う
ち
、
藤
原
床
呂
に
関
わ
る
木
筒
が
出
土
し

た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
地
区
か
ら
見
付
か
っ
た
文
書
箱
の
蓋
に

「伊
勢
国
少
目
大
倭

（３６
）

生
羽
進
上
」
と
記
し
た
も
の
が
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
関
係
に
も
と
づ
い

て
進
上
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
越
前
や
近
江
な
ど
の
国
に
中
央
貴
族
の
日
地
が
見
ら
れ
、
そ
の
所
有

が
彼
ら
の
同
族
や
権
力
者
と
の
関
係
を
介
し
て
な
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
満
）
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
下
級
国
司
と
の
関
係
を
想
定
し
う
る

で
あ
ろ
う
。
下
級
国
司
は
、
実
務
を
担
当
す
る
だ
け
に
在
地
の
状
況
に
通
じ
て

い
た
と
思
わ
れ
、
赴
任
地
で
の
田
地
所
有
を
許
さ
れ
て
い
る
か
輛
）
例
え
ば
讃

岐
日
、
摂
津
少
進
を
歴
任
し
た
高
志
和
床
呂
が
両
国
に
水
田
を
所
有
し
て
い
た

よ
う
面
）
田
地
を
獲
得
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
和
麻
呂
は
そ
の
二
国
の
日
地

を
西
大
寺
に
施
入
し
て
お
り
、
結
果
と
し
て
み
れ
ば
遠
隔
地
に
お
け
る
官
大
寺

荘
園
の
成
立
を
導
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
人
的
関
係
が
荘
園
形
成
に
有
効
に
利
用
さ
れ
た
代
表
的
な
事
例
は
、

（４０
）

岸
俊
男
氏
の
研
究
さ
れ
た
越
前
国
の
東
大
寺
領
荘
園
で
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く

東
大
寺
は
越
前
の
荘
園
の
古
定
に
あ
た
っ
て
、
も
と
造
東
大
寺
司
史
生
で
あ

っ

た
足
羽
郡
大
領
生
江
東
人
と
、
も
と
造
東
大
寺
司
舎
人
で
あ

っ
た
越
前
国
史
生

安
都
雄
足
と
い
う
現
地
の
郡
司
お
よ
び
国
司
の
活
躍
を
期
待
し
全
面
的
に
協
力

さ
せ
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
場
合
は
最
大
の
官
寺
た
る
東
大
寺
の
荘
園
で
あ
り

や
や
特
殊
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
下
級
国
司
任
用
の
コ
ー
ス
お
よ

び
在
京
中
に
形
成
さ
れ
る
人
的
関
係
が
政
治
的
に
利
用
さ
れ
た
顕
著
な
例
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
こ
の
場
合
は
、
規
模
の
大
き
さ
と
正
倉
院
文
書

と
い
う
恵
ま
れ
た
史
料
に
よ
り
そ
れ
が
確
か
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
他
に
も
同
じ

よ
う
な
例
は
一
般
的
に
存
在
し
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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結

小
稿
で
は
二
条
大
路
木
簡
を
手
が
か
り
に
し
て
、
奈
良
時
代
の
前
半
に
は
地

方
行
政
文
書
の
文
例
集
が
成
立
し
て
お
り
、
都
の
下
級
官
人
が
そ
れ
を
漢
籍
な

ど
と
併
せ
て
学
習
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
背
景
に
律
令
国
家
が
設
定
し
た
在
京

下
級
官
人
↓
諸
国
目

・
史
生
↓
在
京
官
人
と
い
う
昇
進

コ
ー
ス
が
存
在
し
た
こ

と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
交
通
と
在
京
中
に
形
成
さ
れ
た
人
的
関
係
が
、
都
と
諸

地
域
を
結
ぶ
文
化
的

。
政
治
的
役
割
を
果
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。

と
こ
ろ
で
時
代
は
降
る
が
際
政
期
に
は
、
外
記
や
史
は
五
位
に
な
っ
て
退
任

す
る
と
受
領
の
目
代
と
な
っ
て
遠
国
に
赴
き
、
巡
年
に
な
る
と
上
洛
し
て
賞
に

預
か
る
の
が
作
法
で
あ
晴
）
五
味
文
彦
氏
に
よ
れ
ば
貴
族
が
任
国
へ
ほ
と
ん
ど

下
向
し
な
く
な

っ
た
当
時
、
こ
の
よ
う
な
目
代
が
中
央
と
地
方
を
結
ぶ
大
き
な

働
き
を
し
て
い
た
と
い
朔
．
時
期
も
社
会
状
勢
も
異
な
る
が
、
小
稿
で
考
察
し

た
下
級
国
司
の
交
通
を
考
え
る
上
で
も
啓
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

こ
こ
で
は
奈
良
時
代
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
多
彩
な
交
通
の
一
端

を
、
垣
間
見
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
か
か
る
交
通
は
文
献
史
料
上
に
残
さ
れ
る
こ

と
が
稀
で
あ
り
、
そ
の
実
像
の
把
握
は
容
易
で
は
な
い
。
新
た
な
る
資
料
と
し

て
、
各
地
域
で
の
発
掘
調
査
成
果
の
蓄
積
と
文
字
資
料
の
増
加
が
期
待
さ
れ
る
。

註（１
）

吉
村
茂
樹
氏

『
目
司
制
度
崩
壊
に
関
す
る
研
究
』
　
一
九
五
七
年
、
平
野
邦
雄

氏

「
八
世
紀
に
お
け
る
国
司
の
人
的
構
成
」
翁
日
本
歴
史
』
六
〇

・
六
一
　

一
九

五
三
年
）
、
吉
沢
幹
夫
氏

「諸
国
史
生
に
関
す
る

一
考
察
」

翁
東
北
歴
史
資
料
館

研
究
紀
要
』
五
　
一
九
七
九
年
）
。

（２
）

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編

『
平
城
京
長
屋
王
邸
宅
と
木
簡
』
　

一
九
九

一
年
。

（３
）

寺
崎
保
広
氏

「
平
城
京

『
二
条
大
路
木
簡
』
の
年
代
」
翁
日
本
歴
史
』
五
三

一

一
九
九
二
年
）。

（４
）

前
掲
註

（２
）
、
（３
）
、
鬼
頭
清
切
氏

「
平
城
京
の
銀
存
と
長
屋
王
木
簡
―
東

院
南
方
遺
跡
の
保
存
を
訴
え
る
―
」
（歴
史
学
研
究
会
編

『
遺
跡
が
消
え
る
』
　

一

九
九

一
年
）。

（５
）

『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
二
四
　
一
一条
大
路
木
簡
二
　
一
九
九

一

年
、
五
頁
。

（６
）

前
掲
註

（５
）
三
四
頁
、
図
版
十
二
。
な
お

〔
Ａ
〕
、
【
Ｅ
〕
に
は
削
暦
で
あ
り

な
が
ら
一暴
面
に
も
墨
書
が
あ
る
。
〔
Ａ
〕
の
「證
人
」
の
意
味
は
詳
ら
か
で
は
な
い

が
、
当
時
の
月
借
銭
解
に
み
え
る

「
償
人
」
が
想
起
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
の

「
山

辺
千
足
月
借
銭
解
」
に
は

「
證
人
」
と
あ
り
、
追
筆
で

「
償
」
と
訂
正
さ
れ
て
い

る

翁
大
日
本
古
文
書
』
六
　
五

一
六
頁
）。

（７
）
　

『
平
城
宮
木
簡
』
一
　

一
九
六
六
年
、
Ｐ
Ｌ
一
一
二

五
、
解
説
八
五
・九
〇
頁
ｃ

（８
）

前
掲
註

（７
）
解
説

一
一
頁
。

（９
）

固
有
名
詞
を

「
ム
甲
」
に
お
き
か
え
た
奈
良
時
代
の
文
書
と
し
て
は

「
家
屋
資

財
請
返
解
案
」
が
知
ら
れ
て
い
る

（『
大
日
本
古
文
書
』
六
　
一
一
九
頁
）。
こ
の

文
書
に
つ
い
て
は
、

橋
本
義
則
氏

「
『唐
招
提
寺
文
書
』

天
之
巻
第

一
号
文
書

『
家
屋
資
財
請
返
解
案
』
に
つ
い
て
」
翁
南
都
仏
教
』
五
七
　
一
九
八
七
年
）
が

詳
し
く
検
討
し
て
い
る
。

（１０
）

輛
永
貞
三
氏

「朝
野
群
載
」
翁
日
本
古
代
の
政
治
と
史
料
』
　

一
九
八
八
年
）
。

（Ｈ
）

『
続
日
本
紀
』
養
老
元
年
十

一
月
戊
午
条
。

（・２
）

二
条
大
路
木
簡
の
う
ち
識
関
係
な
ど
の
木
簡
が
、
ｓ
Ｋ
八
二
〇
土
坑
出
上
の
木

簡
と
共
通
す
る
こ
と
を
鬼
頭
清
明
氏
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が

（前
掲
註

〈
４
〉



論
文
）
、

両
遺
構
は
時
期
を
隔
て
て
お
り
文
例
削
暦
が
両
所
か
ら
出
土
し
た
こ
と

と
は
直
接
関
係
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

（・３
）

東
野
治
之
氏

「奈
良
時
代
に
お
け
る

『
文
選
』
の
普
及
」
翁
正
倉
院
文
書
と
木

簡
の
研
究
』
　

一
九
七
七
年
）
。

（・４
）

前
掲
註

（
７
）
Ｐ
Ｌ
九
七

。
一
〇
〇
、
解
説

一
八
二
・
一
人
三

・
一
八
九
頁
。

（・５
）

前
掲
註

（５
）
三
五

・
三
六
頁
、
東
野
治
之
氏

「
『
千
字
文
』
と
古
代
の
役
人
」

古
代
の
文
字
資
料
か
ら
⑩

（『
出
版
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
』

一
九
八
九
年

一
二
月
号
）。

な
お

「楼
閣
山
水
之
図
」
に
み
ら
れ
る

「
勅
府
比
来
間
取
出
家
人
等
者
」
の
習
書

は
、
『
続
日
本
紀
』
天
平
六
年
十

一
月
戊
寅
条

（『類
乗
三
代
格
』
巻
二
　
年
分
度

者
事
　
天
平
六
年
十

一
月
十
日
太
政
官
符
）
と
傍
点
を
付
し
た
字
旬
が

一
致
す
る
。

（・６
）

土
田
直
鎮
氏

「
奈
良
時
代
に
於
け
る
舎
人
の
任
用
と
昇
進
」
翁
日
本
歴
史
地
理

学
会
月
報
』
三
　
一
九
五
〇
年
）。

（・７
）

正
倉
院
文
書
や
木
簡
に
み
ら
れ
る
下
級
官
人
と
各
地
の
国
司
ら
が
同

一
人
で
あ

る
こ
と
を
、
確
実
に
証
明
す
る
の
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
あ

げ
た
事
例
の
多
く
が
、
同
姓
同
名
の
別
人
の
偶
然
に
一
致
し
た
も
の
で
あ
る
と
は

考
え
に
く
い
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
姓
名
が
同
じ
で
時
期
的
に
矛
盾
し
な
い
場
合
、
同

一
人
と
み
て
お
き
た
い
。

な
お
、
①
は

『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』
に
は
二
項
酎
と
し
て
い
る
。
④
は
二
条

大
路
木
簡
と
東
大
寺
文
書
に
筆
蹟
を
残
す
が
、
同

一
人
と
も
別
人
と
も
判
断
し
難

い
。
②
は

『
人
名
辞
典
』
は
同

一
人
か
否
か
不
明
と
す
る
。
①
は

『
人
名
辞
典
』

に
は
二
項
目
と
し
て
い
る
。
②
の
鼓
吹
正
と
す
る
文
書
に
は

「
大
石
口
日
」
と
あ

る
が

（前
掲
註

〈
１３
〉
東
野
氏
著
書
三
四
四
頁
）
、
『
人
名
辞
典
』
は
大
石
真
人
で

あ
ろ
う
と
す
る
。
⑮
は

『
人
名
辞
典
』
は
同

一
人
か
、
と
す
る
。
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一
二
九
頁
）
は
年
紀
を
記
し
て
い
な
い
が
、
前
者
は
天
平
十
年

（七
三
八
）
四
月

庚
申
、
後
者
は
天
平
宝
字
二
年

（七
五
八
）
八
月
癸
卯
の
任
官
に
関
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り

（野
村
忠
夫
氏

「
所
謂

『
上
階
官
人
歴
名
』

断
簡
私
見
」
〈
『
続
日
本
紀
研
究
』
三
十
五
〉
、
「
所
謂

『
上
階
官
人
歴
名
』
断
簡
補

考
」
〈
同
三
十
七
　
一
九
五
六
年
〉
、
早
川
庄
八
氏

「
八
世
紀
の
任
官
関
係
文
書
と

任
官
儀
に
つ
い
て
」
〈
『
日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
』
　

一
九
八
六
年
》
、
そ
れ
に

従
っ
た
。

（・８
）

こ
こ
で
は
基
本

コ
ー
ス
と
し
て
こ
の
よ
う
に
考
え
る
が
、
現
実
に
は
国
司
が
部

内
女
子
と
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
場
合

（『類
乗
三
代
格
』
巻
七
　
牧
宰
事
　
天
平
十

六
年
十
月
十
四
日
勅
）
や
、
弘
仁
五
年

（八
一
四
）
に
河
内
大
日
と
な
っ
た
正
六

位
上
相
模
仁
麻
呂
が
現
地
に
土
着
し
た
例

（『
日
本
三
代
実
録
』

仁
和
元
年
九
月

二
十

一
日
条
）
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
①
播
磨
直
斐
太
麻
呂
は
、
天
平
六
年

（七
三
四
）
十
月
に
播
磨
国
賀
茂
郡

既
多
寺
で
行
な
わ
れ
た

「
大
智
度
論
」
百
巻
書
写
の
知
識
と
し
て
み
え
る
針
間
国

造
斐
太
麻
呂

（巻
七
六
、
『
寧
楽
遺
文
』

下
　
九
八
三
頁
）
と
同

一
人
と
も
考
え

ら
れ
る

（佐
伯
有
清
氏

『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
考
證
篇
第
六
　
一
九
八
三
年
、

一
八
九
頁
）
。
彼
は
、
天
平
宝
字
五
年

（七
六
一
）
頃
，
）
四
十

一
歳
で
あ
っ
た
か

ら

（『大
日
本
古
文
書
』

一
五
　
一
二
〓
一頁
）
、
天
平
六
年
に
は
十
四
歳
の
計
算
に

な
る
。
同

一
人
で
あ
れ
ば
、
地
方
豪
族
子
弟
が
中
央
下
級
官
人
と
な
り
、
さ
ら
に

諸
国
史
生
と
し
て
赴
任
し
た
こ
と
と
な
る
。

（・９
）

佐
伯
有
清
氏
『新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
考
證
篇
第
四
　
一
九
八
二
年
、
一
一七
九
頁
。

（２０
）

鬼
頭
清
明
氏

「
安
房
国
の
荷
札
に
つ
い
て
」
翁
九
州
史
学
』

一
〇
四
　
一
九
九

二
年
）
。

（２．
）

井
上
薫
氏

「
ト
ネ
リ
制
度
の
一
考
察
」
、
「
舎
人
制
度
の
一
考
察
」
翁
日
本
古
代

の
政
治
と
宗
教
』
　

一
九
六
一
年
）
。

（２２
）

桃
裕
行
氏

『
上
代
学
制
の
研
究
』
　

一
九
四
七
年
、
九

一
頁
。

（２３
）

田
令
３．
在
外
諸
司
職
分
田
条
、
軍
防
令
５．
給
事
力
条
。

（２４
）

前
掲
註

（１
）
吉
村
氏
著
書
　
一
二
八
頁
。

（２５
）

鬼
頭
清
明
氏

「
平
城
京
出
土
木
簡
と
下
級
官
人
」
翁
日
本
古
代
都
市
論
序
説
』
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一
九
七
七
年
）
、
寺
内
浩
氏

「
下
級
官
人
と
そ
の
出
身
地
」
（町
田
章

・
鬼
頭
清
舅

氏
編

『
新
版
　
古
代
の
日
本
』
六
　
近
幾
正
　
一
九
九

一
年
）
。

（２６
）

前
掲
註

（２．
）
、
今
泉
隆
雄
氏

「
八
世
紀
郡
領
の
任
用
と
出
自
」
翁
史
学
雑
誌
』

八

一
十

一
二
　
一
九
七
二
年
）
。

（２７
）

澤
田
吾

一
氏

『
奈
良
朝
時
代
民
政
経
済
の
致
的
研
究
』
　

一
九
二
七
年
、
横
田

健

一
氏

「
万
葉
時
代
の
地
方
社
会
と
文
化
」
翁
白
鳳
天
平
の
世
界
』
　

一
九
七
三

年
）
。

（２８
）

『
寧
楽
遺
文
』
中
　
一ハ
一
九
頁
。

（２９
）

『
平
安
遺
文
』
題
政
編
　
一ハ
号
　
一
一頁
。

（３０
）

青
木
和
夫
氏

「古
記
の
作
者
」

翁
日
本
古
代
の
政
治
と
人
物
』
　

一
九
七
七

年
）。

な
お
、
青
木
氏
は

『
続
日
本
紀
』
天
平
七
年
五
月
壬
戊
条
に
入
唐
請
益
生

と
し
て
み
え
る
秦
大
麻
呂
が
、
「
古
記
」
の
作
者
で
あ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
お
ら
れ
る
が
、
最
近
、
坂
上
康
俊
氏
か
ら
疑
問
点
が
出
さ
れ
て
い
る

（弓
令

集
解
』
に
引
用
さ
れ
た
唐
の
格

・
格
後
勅
に
つ
い
て
」
会
史
淵
』

一
二
八
　
一
九

九

一
年
》
。

（３．
）

五
味
智
英
氏

「高
橋
虫
麻
呂
管
見
」
翁
萬
葉
集
の
作
家
と
作
品
』
　

一
九
八
二

年
）
、
小
島
憲
之
氏

『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
中

第
五
篤
　
一
九
六
四
年
。

（３２
）

西
山
良
平
氏

「
『律
令
制
収
奪
』
機
構
の
性
格
と
そ
の
基
盤
」
３
日
本
史
研
究
』

一
八
七
　
一
九
七
八
年
）。

（３３
）

前
掲
註

（５
）。

（３４
）

前
掲
註

（
２
）

一
三
五
頁
脚
註
。

（３５
）

横
谷
愛
子
氏

「
帳
内
資
人
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
Ｇ
続
日
本
紀
研
究
』

一
五
二

一
九
七
〇
年
、
前
掲
註

（３２
）ｏ

（３６
）

前
掲
註

（５
）
二
三
頁
。
な
お
前
掲
の
実
例
の
う
ち
、
⑥
⑩
⑮
①
⑭
は
国
司
に

任
官
さ
れ
て
い
な
が
ら
写
経
所

へ
出
仕
す
る
な
ど
、
在
京
し
て
い
る
こ
と
が
確
か

め
ら
れ
る
。
ま
た
二
条
大
路
木
簡
に
も
、
次
の
よ
う
に
安
芸
国
史
生
尺
度
君
万
呂

が
常
食
と
し
て
鯖
を
請
求
し
て
い
る
木
簡
が
み
ら
れ
る

（前
掲
註

〈
５
〉
七
頁
）
。

・
請
鯖
五
隻
許

右
為
常
食
請
如
件
必
垂
処
分

・　
天
平
八
年
五
月
十
五
日
安
芸
史
生
尺
度
君
万
呂

「鯖
鯖
」
　
　
付
男
白
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド島

・
駕

。
卜　
ｏ
言

こ
れ
ら
の
事
例
は
、
下
級
国
司
が
任
官
後
も
旧
勤
務
先
と
の
つ
な
が
す
を
保

っ

て
い
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
在
京
が

一
時
的
な
も
の
な
の
か
ど
う
か
、

と
い
う
点
な
ど
問
題
を
残
し
て
い
る
。

（３７
）

藤
井

一
二
氏

「
律
令
田
制
と
荘
園
の
成
立
」
翁
初
期
荘
園
史
の
研
究
』
　

一
九

八
六
年
）。

（３８
）

田
令
２９
荒
廃
条
。

（３９
）

高
志
連
和
麻
呂
は
、
天
平
勝
宝
四
年

（七
五
二
）
十
月
に
は
従
七
位
下
讃
岐
目

で
あ
り

（『
正
倉
院
賓
物
銘
文
集
成
』
三
三
一
貢
）
、
神
護
景
雲
四
年

（七
七
〇
）

四
月
に
は
工
六
位
上
操
津
少
進
で
あ

っ
た
Ｓ
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
第
十
八
東

大
寺
文
書
之
三
　
一
九
頁
）。　
そ
し
て
宝
亀
十

一
年

（七
八
〇
）
十
二
月
の

「
西

大
寺
資
財
流
記
帳
」
に
、
彼
が
讃
岐
国
、
摂
津
国
の
田
地
等
を
施
入
し
て
い
た
こ

と
が
見
え
る
か
ら

（『
寧
楽
遺
文
』
中
　
四

一
三

・
四

一
四
頁
）
、
お
そ
ら
く
国
司

在
任
中
に
田
地
を
獲
得
し
そ
れ
を
施
入
し
た
と
考
え
ら
れ
る

（佐
伯
有
清
氏

「
但

馬
の
日
下
部
氏
の
系
譜
伝
承
」
会
日
本
古
代
氏
族
の
研
究
』
　

一
九
八
五
年
》
。

（４０
）

岸
俊
男
氏

「
越
前
国
東
大
寺
領
庄
園
を
め
ぐ
る
政
治
的
動
向
」
翁
日
本
古
代
政

治
史
研
究
』
　

一
九
六
八
年
）。

（４．
）

『
中
右
記
』
天
永
二
年
正
月
二
十

一
日
条
。

（４２
）

五
味
文
彦
氏

「
紙
背
文
書
の
方
法
」

（石
井
進
氏
編

『
中
世
を
ひ
ろ
げ
る
―
新

し
い
史
料
論
を
も
と
め
て
―
』
　

一
九
九

一
年
）
。




